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Ⅰ 市営保育所の今後の役割・機能について 

  

１ 民間保育園と市営保育所の現状 

市内の保育所の整備状況については，民間保育園が約９割，市営保育所が

約１割となっている。また，入所児童数についても民間保育園が約９割，市

営保育所が約１割となっている。 

これらの保育所で働く職員の状況について，民間保育園は京都市独自の取

組であるプール制による財政支援によって国基準を上回る保育水準となるよ

う支えられており，市営保育所は京都市独自の配置基準により国基準を上回

る職員配置がなされている。また，保育所の運営に係る財源については，民

間保育園が児童１人当たり９６，２１０円であるのに対して，市営保育所が

児童１人当たり１８０，６２９円となっており，市営保育所は民間保育園と

比べて約１．９倍のコストが必要となっている。 

  このような状況の中で，民間保育園と市営保育所の現状について検証する。 

（１）保育内容について 

民間保育園，市営保育所に関わらず，目指す子どもの姿は同じであり，

保育所保育指針に則した保育が実践されているが，それぞれの保育観の違

いなどからその過程においての違いは存在する。 

このような中，民間保育園においては，質の高い保育が実践されている

民間保育園がある一方で，設立後間もないために保育水準の向上が必要で

ある民間保育園も存在している。また，市営保育所においては，すべての

市営保育所において保育所保育指針に則った保育を丁寧に実践し，一定の

保育水準が提供されている。  

（２）年度途中入所への対応について 

   多くの民間保育園においては，待機児童の解消や経営の安定のため年度

当初から定員を充足させているのに対し，経営上の制約のない市営保育所

においては年度当初に定員割れを起こしている保育所が多く存在する。こ

のため，年度途中に入所の希望があった場合，民間保育園においてもわず

かな余裕の範囲で積極的に受入れが行われているが，比較的余裕のある市

営保育所に入所する場合も少なくなく，結果として，民間保育園と比べて

市営保育所の方が年度途中の児童の増加率が高い状況にある。 

（３）障害児への対応について 

  民間保育園においても十分な実践がなされており，受入人数については

民間保育園が市営保育所を上回っているが，入所児童に対する受入割合は

市営保育所のある全行政区において市営保育所が民間保育園を上回る状況

であり，平成２２年４月１日時点の受入割合は，市営保育所の平均が７．

５６％，民間保育園が２．４６％となっている。 

（４）被虐待児や気になる子どもへの対応について 

民間保育園においても十分な実践がなされており，受入人数については

民間保育園が市営保育所を上回っているが，入所児童に対する受入割合は
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市営保育所が民間保育園を上回る状況であり，平成２２年６月時点の受入

割合は，市営保育所の平均が２．５５％，民間保育園が１．３４％となっ

ている。また，平成２１年度における年度途中入所の児童のうち，福祉事

務所において，児童虐待に係る入所決定等を行った児童の状況についても，

市営保育所の受入割合が民間保育園を上回っている。 

（５）地域子育て支援について 

   民間保育園，市営保育所のどちらにおいても地域の実情や当該保育所の

体制等を踏まえ，子育て相談や園庭開放等，地域の保護者等に対する子育

て支援が積極的に行われている。 

これらの支援に加えて，市営保育所（１６箇所）においては専任の保育

士を配置し，地域子育て支援拠点事業を展開していることから，各区・支

所の福祉事務所及び保健センターと連携し，地域の子育て家庭のうち，養

育不安の保護者や気になる子どもの支援のための家庭訪問の実施や，地域

の子育てサークルの育成・支援等，本市の直営の保育所として民間保育園

よりも充実した支援が展開されている。 

（６）地域の新たな保育ニーズへの対応について 

  ア 延長保育 

    民間保育園，市営保育所のどちらにおいても同じような内容で実施さ

れている。 

  イ 一時保育 

民間保育園，市営保育所のどちらにおいても実施されており，事業の

内容や実施箇所数の増設など，保護者の就労形態の多様化，傷病等によ

る緊急時及びリフレッシュ等に対する支援策の一つとして，市民のニー

ズが高まっている事業である。１箇所あたりの利用状況は，実施してい

る行政区のすべてにおいて市営保育所が民間保育園を上回っている   

  ウ 休日保育 

    民間保育園，市営保育所のどちらにおいても同じような内容で実施さ

れている。 

 

２ 市営保育所の今後の役割・機能 

民間保育園と市営保育所の現状から，京都市の保育の大部分は民間保育園

によって提供されており，民間保育園を中心として保育所としての機能は定

着しているものと考えられる。よって，保育所としての機能については，市

営保育所における実践によらずとも，効率性や経済性のメリット，民間の持

つ柔軟性を活かすことによって利用者の満足度の向上が期待できる分野であ

ると考えられる。 

ただし，新たな財政面の支援なしには民間保育園での実施が困難である取

組や地域の子育て家庭に対する積極的な支援，例えば，民間保育園において

現状の体制ではスムーズな実践が困難であると思われる地域の新たな保育ニ

ーズに対するモデル実施や，関係する行政機関等と連携を密にした虐待予防
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の取組等，行政であることの利点を最大限に活かした取組については，まず

は市営保育所において実践しつつ，地域に還元していくことが求められてい

る。 

これらを踏まえ，民間保育園と市営保育所の現状に沿って，個別の内容ご

とに市営保育所の当面の役割・機能を含めた今後の役割・機能について具体

的に検証する。 

（１）保育内容について 

民間保育園や市営保育所に関わらず，各保育所において実践する保育の

過程に違いがあるとしても，目指す子どもの姿は同じであることから考え

ると，いずれの運営形態をとろうとも十分に実践は可能であると考えられ

る。 

（２）年度途中入所への対応について 

緊急のニーズへの対応も含め，年度途中入所に係る一定数の入所枠を確

保しておくことは重要である。現状では，市営保育所と比べて受入割合が

少ないとはいえ，民間保育園において年度途中入所への対応がなされてい

ることから，民間保育園においても対応は可能であると考えられる。 

ただし，経営の観点から民間保育園においては年度当初から多くの児童

を受け入れる必要があり，途中入所枠を残すことに困難な面があることを

踏まえ，市営保育所において年度途中の保育需要に対する入所調整を行っ

ていることについては十分に考慮しておく必要がある。 

（３）障害児への対応について 

民間保育園と比べ市営保育所の方が受入割合が高くなる要因として障害

児に対する職員加配の違いがあることが考えられるが，現状においても，

障害児加配の対象となる児童を市営保育所の平均以上に受け入れている民

間保育園が存在することから，民間保育園においても十分に対応は可能で

あると考えられる。 

ただし，平成２２年４月１日時点において，障害児加配の対象となる児

童の受入れがない民間保育園が全体の約３割存在するなど，民間保育園の

中でも受入れに大きな分布差が見られることから，障害のある子どもも地

域で等しく生活が出来るよう，引き続き，障害児について民間保育園と比

べ職員配置の充実した市営保育所で受入れを行いつつも，民間保育園の財

政支援も含め，保育行政として障害児保育全体のあり方を検討する必要が

ある。 

（４）被虐待児や気になる子どもへの対応について 

被虐待児や気になる子どもに対して特別な職員加配がなされていない状

況であっても，民間保育園，市営保育所に関わらず受け入れられており，

民間保育園においても十分に対応は可能であると考えられる。 

しかし，現状の保育所における実践は，入所児童とその保護者等に対す

る支援が中心となっているため，子育てに対する高い知識と豊かな経験を

有する保育士が地域で活動している現状を有効に活用し，保育所に入所せ
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ず，地域で生活している児童や保護者等に対する虐待の発見・ケア・防止

の観点からの支援についても積極的に行っていくべきである。 

被虐待児や気になる子どもへの対応については，民間保育園や市営保育

所に関わらず今後充実するべき分野であり，民間保育園での支援がより広

く行き渡るまでの間，市営保育所は実践の一層の展開について積極的に取

り組んでいくべきである。 

（５）地域子育て支援について 

子育て相談や園庭開放等，民間保育園，市営保育所に関わらず，地域の

保護者等に対して積極的に行われている支援が存在する一方で，各区・支

所の福祉事務所及び保健センターと連携した，地域の子育て家庭を対象と

する家庭訪問の実施等，現状では，市営保育所特有の役割として民間保育

園よりも充実した支援が展開されている。 

これらの支援について，本来的にはそれぞれの地域において同様に受け

られる必要があるが，すべての行政区に市営保育所が存在しないことから，

市営保育所のない行政区においては，隣接する行政区の市営保育所におい

て，その役割が担われている等の課題も見られる。 

しかし，そもそも保育所とは，民間保育園，市営保育所の区別に関わら

ず，子育てに対する高い知識と豊かな経験を有する保育士が地域で活動す

る場の一つであって，地域における在宅の児童や保護者に対する支援の一

翼を担うことは十分に可能であることから，市営保育所特有の役割につい

ても民間保育園において十分に実践は可能であると考えられる。 

１つの市営保育所にとどまらない，より広域の地域全体を支援する視点

に立った市営保育所特有の支援は引き続き実践しつつ，民間保育園におい

てもその役割を担い，現在，市営保育所において展開している地域子育て

支援拠点事業の取組がより効果的なものとなるよう，地域子育て支援拠点

事業のあり方について検討する必要がある。 

（６）地域の新たな保育ニーズへの対応について 

２４時間保育等，社会状況の変化により新たに保育ニーズが高まってい

るが，現在実施されていない，又は十分に展開されていない場合であって，

新たな財政面の支援なしには民間保育園での実施が困難であると思われる

事業については，行政直営の保育所として，市営保育所がモデル的に先行

実施するなどの検討が必要である。 

（７）市営保育所保育士のあり方について 

   市営保育所の保育士については，保育士としての専門性を持った公務員

であるという立場を踏まえ，保育所という既存の職域を超えて，市域や行

政区域の児童福祉センターや福祉事務所といった子育てに関する行政機関

において，その専門性を活用していくべきである。 

   さらに，民間機関・施設における様々な子育てに関する事業や活動をサ

ポートするような役割を検討する必要がある。 
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Ⅱ 市営保育所の今後の配置のあり方とその実現へのプロセスについて 

  

１ 京都市社会福祉審議会福祉施策のあり方検討専門分科会において平成

１９年３月にまとめた「公営施設のあり方及び京都市醍醐和光寮の運営

主体に関する意見」の中で述べている「福祉施策における公民の役割」

の視点から京都市の保育サービスを見た場合， 障害児への対応や地域子

育て支援の中には，当面の間，市営保育所が積極的に取り組むべきであ

ると考えられるものも見られるが，これらの取組については，すでにそ

の役割を担っている民間保育園が存在することや，保育内容及び年度途

中入所への対応においては，民間保育園と市営保育所における実践との

間に大きな差が見られないことなどから考えると，現状の保育サービス

の大部分は民間保育園において提供できるものと考えられる。 

また，京都市の厳しい財政状況の下，多様化する新たな保育ニーズに

応え，質の高いサービスの提供を図るためには，最小の費用で最大の効

果を得る視点に立って，現状の保育サービスの提供体制を見直すととも

に，これにより生まれてくる財源を京都市の子育て支援サービスの充実

に積極的に活用していくことを検討すべきである。 

これらを踏まえると，現状において，民間保育園と比べて高コストと

なる市営保育所については，これまでに議論してきた役割・機能を十分

に踏まえ，民間保育園においても実践が可能であると考えられる場合は，

民間保育園への移管を視野に入れるべきであると考えられる。 

 

２ その上で，市営保育所の今後の配置のあり方とその実現へのプロセス

を検討するに当たっては，次のような視点に留意することが必要ではな

いかと考える。 

 

 

○ 地域バランスに配慮した市営保育所の配置 

○ 市営保育所の施設・定員の規模や施設の整備時期等 

○ 安定的な運営と質の高い保育サービスの確保 

○ 今後の保育ニーズや保育制度改革の動向への対応 

○ 市営保育所で働く職員の状況（年齢構成等） 

 ○  

 ○ 

   ○ 

視 点 
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【市営保育所の状況（平成２３年４月１日時点）】 

 

合計 乳児 幼児 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 平成23年4月 平成22年4月

楽只保育所 紫野北花ノ坊町１８ 180 80 100 9 20 25 33 32 20 139 77.2% 73.3%

船岡乳児保育所 紫野下築山町２０ 60 60 2 27 17 46 76.7% 70.0%

室町乳児保育所 新町通今出川上る元新在家町１６３－１ 60 60 9 24 28 61 101.7% 105.0%

鶴山保育所 寺町通今出川上る５丁目鶴山町５－６ 100 30 70 11 13 13 22 23 23 105 105.0% 99.0%

養正保育所 田中玄京町１４９ 195 90 105 12 38 34 30 43 20 177 90.8% 77.4%

修学院保育所 修学院犬塚町３０－１ 90 30 60 6 12 15 20 19 21 93 103.3% 108.9%

錦林保育所 鹿ケ谷高岸町３－２ 70 40 30 8 12 14 14 16 6 70 100.0% 87.1%

壬生保育所 西ノ京新建町１ 90 40 50 11 18 22 21 18 17 107 118.9% 93.3%

朱雀乳児保育所 西ノ京西月光町１９－１ 40 40 12 14 18 44 110.0% 97.5%

聚楽保育所 聚楽廻松下町９－４ 100 40 60 10 16 18 25 27 24 120 120.0% 106.0%

東山 三条保育所 三条大橋東三丁目下る長光町６２１ 110 55 55 9 21 15 22 19 9 95 86.4% 77.3%

山科 鏡山保育所 厨子奥苗代元町１６－５ 120 120 29 11 29 69 57.5% 52.5%

下京 崇仁保育所 下之町４－３ 160 70 90 6 15 24 24 22 16 107 66.9% 51.3%

九条保育所 西九条春日町４９ 60 30 30 1 9 11 13 15 9 58 96.7% 85.0%

久世保育所 久世大築町５０ 120 60 60 15 22 22 25 20 23 127 105.8% 91.7%

南保育所 西九条南田町９ 120 50 70 8 20 23 24 25 22 122 101.7% 105.0%

吉祥院保育所 吉祥院菅原町２２－１ 60 30 30 2 9 11 12 16 13 63 105.0% 100.0%

山ノ本保育所 上鳥羽山ノ本町６１ 60 20 40 3 6 13 12 15 14 63 105.0% 103.3%

ひかり保育所 京北井戸町丸山１１０ 30 2 1 4 10 7 24 80.0% 96.7%

弓削保育所 京北下弓削町狭間谷６－１ 60 1 7 8 15 12 16 59 98.3% 96.7%

周山保育所 京北五本松町西山２４－３ 60 3 15 10 16 19 63 105.0% 100.0%

淀保育所 淀下津町９６ 150 50 100 3 17 22 29 27 31 129 86.0% 81.3%

改進保育所 竹田狩賀町１５３－１ 180 80 100 19 28 34 37 42 32 192 106.7% 106.1%

辰巳保育所 醍醐外山街道町２１－２１ 120 60 60 12 15 16 26 18 21 108 90.0% 95.8%

砂川保育所 深草六反田町４－７ 60 30 30 6 12 13 13 16 11 71 118.3% 113.3%

2,455 1,195 1,260 175 380 432 460 462 403 2,312 94.2% 87.9%

伏見

北

上京

左京

中京

南

右京

30

60

区 保育所名 住所
定員 ４月在籍児童数

60

合計

入所率
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【市営保育所の特別保育及び年度途中入所の状況（平成２３年４月１日時点）】 

 

延長 一時 休日 拠点

楽只保育所 ○ ○ ○ 131 159 28 15.6% 88.3%

船岡乳児保育所 43 57 14 23.3% 95.0%

室町乳児保育所 ○ ○ 63 65 2 3.3% 108.3%

鶴山保育所 ○ ○ 99 104 5 5.0% 104.0%

養正保育所 ○ ○ 151 174 23 11.8% 89.2%

修学院保育所 ○ ○ 98 95 -3 -3.3% 105.6%

錦林保育所 ○ ○ 61 73 12 17.1% 104.3%

壬生保育所 ○ ○ 84 93 9 10.0% 103.3%

朱雀乳児保育所 40 48 8 20.0% 120.0%

聚楽保育所 ○ ○ 106 120 14 14.0% 120.0%

東山 三条保育所 ○ ○ ○ 84 91 7 6.4% 82.7%

山科 鏡山保育所 ○ 63 63 0 0.0% 52.5%

下京 崇仁保育所 ○ ○ ○ 83 101 18 11.3% 63.1%

九条保育所 ○ 51 61 10 16.7% 101.7%

久世保育所 ○ ○ 110 125 15 12.5% 104.2%

南保育所 ○ 126 128 2 1.7% 106.7%

吉祥院保育所 ○ 60 60 0 0.0% 100.0%

山ノ本保育所 ○ 62 62 0 0.0% 103.3%

ひかり保育所 29 31 2 6.7% 103.3%

弓削保育所 58 64 6 10.0% 106.7%

周山保育所 60 65 5 8.3% 108.3%

淀保育所 ○ ○ 122 131 9 6.0% 87.3%

改進保育所 ○ ○ 191 192 1 0.6% 106.7%

辰巳保育所 ○ 115 119 4 3.3% 99.2%

砂川保育所 ○ ○ 68 69 1 1.7% 115.0%

13 7 1 16 2,158 2,350 192 7.8% 95.7%

増加率
平成23年3月

入所率

上京

特別保育等
保育所名

合計

区

北

平成22年4月
在籍児童数

平成23年3月
在籍児童数

増加人数

左京

中京

南

右京

伏見
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【市営保育所の配置状況】 

 

④

⑩
⑨

⑯

⑥
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⑦

①

⑤
②
③

24

25
⑭

⑱

23

⑫

⑮
⑰

22

⑬

19 20 21

 

合計 乳児 幼児 合計 乳児 幼児 合計 乳児 幼児

1 楽只保育所 180 80 100 東山 11 三条保育所 110 55 55 19 ひかり保育所 30

2 船岡乳児保育所 60 60 山科 12 鏡山保育所 120 120 20 弓削保育所 60

3 室町乳児保育所 60 60 下京 13 崇仁保育所 160 70 90 21 周山保育所 60

4 鶴山保育所 100 30 70 14 九条保育所 60 30 30 22 淀保育所 150 50 100

5 養正保育所 195 90 105 15 久世保育所 120 60 60 23 改進保育所 180 80 100

6 修学院保育所 90 30 60 16 南保育所 120 50 70 24 辰巳保育所 120 60 60

7 錦林保育所 70 40 30 17 吉祥院保育所 60 30 30 25 砂川保育所 60 30 30

8 壬生保育所 90 40 50 18 山ノ本保育所 60 20 40

9 朱雀乳児保育所 40 40

10 聚楽保育所 100 40 60

60

60

定員
保育所名 保育所名 保育所名

30

左京

中京

南

右京

伏見

定員
行政区 行政区

定員
行政区

北

上京
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【年齢別の市営保育所職員（保育士）の状況（平成２３年４月１日時点）】 
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平均年齢 37.54
１保育所当たりの平均職員数 20.88  
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【市営保育所の保育士数の今後の推計（平成２３年度以降各年４月１日時点）】 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３

定数（所長含む。） 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522

年度当初職員見込数 491 491 522 522 522 522 522 522 522 522 522

前年度退職者見込数 24 22 23 26 25 24 24 33 25 18

差し引き -31 -55 -22 -23 -26 -25 -24 -24 -33 -25 -18

補充必要数 55 22 23 26 25 24 24 33 25 18

退職者見込数（累計） 24 46 69 95 120 144 168 201 226 244

※　各年度の職員定数は平成２３年４月１日時点の定数としている。

※　退職数は過去３年の状況から算出している。  
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【年齢別の市営保育所職員（保育士）の状況（平成３３年４月１日見込み）】 

 

0

10

20

30

40

50

60

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

職
員
数
（
人
）

年齢（歳）

 

  

11


